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令和５年第３回鉾田市議会定例会 提出議案 

※議案番号は仮番号です。市長協議後，決定します。 

議案第１号 令和４年度鉾田市一般会計歳入歳出決算認定について 

 ··························································· 財政課 

議案第２号 令和４年度鉾田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 保険年金課 

議案第３号 令和４年度鉾田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 保険年金課 

議案第４号 令和４年度鉾田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 介護保険課 

議案第５号 令和４年度鉾田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 ························································· 下水道課 

議案第６号 令和４年度鉾田市水道事業会計収入支出決算認定について 

 ··························································· 水道課 

議案第７号 令和４年度鉾田市下水道事業会計収入支出決算認定について 

 ························································· 下水道課 

議案第１号から議案第７号は，令和４年度鉾田市一般会計，国民健康保険特別会計，

後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，農業集落排水事業特別会計，水道事業会

計，下水道事業会計それぞれの歳入歳出及び収入支出決算について，地方自治法及び地

方公営企業法の規定により，監査委員の意見を付けて，議会の認定に付するもの。 

議案第８号 鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例の一部改正について 

 ················································· まちづくり推進課 

本案は，企業立地奨励金及び雇用促進奨励金の奨励措置対象施設のうち，特に優遇対

象となる範囲を学校跡地から旧遊休公共施設等に拡大することで，企業の進出意欲を高

め，旧遊休公共施設等の有効活用を図るとともに，奨励金の交付期間を延長すること

で，企業誘致の促進を図ることを目的として，条例の一部を改正するため，地方自治法

の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第９号 鉾田市地域学習館の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 ······················································· 生涯学習課 

本案は，旧上島西小学校及び旧白鳥西小学校跡地について，今後，公売手続きを進め

るにあたり，同敷地内に設置した鉾田市上島西地区地域学習館及び鉾田市白鳥西地区地

域学習館の閉館に伴い，施設の管理運営を定めた，鉾田市地域学習館の設置及び管理に

関する条例を廃止するため，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 
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議案第 10号 令和５年度鉾田市一般会計補正予算（第６号） ················· 財政課 

  本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7億 3,367万 5千円を追加し，総額

241億 5,281万 5千円に定めるほか，債務負担行為についてファイルサーバ運用事業外

1件を追加し，地方債について健康増進施設災害復旧事業債を追加するとともに，市道

整備事業債を増額するもの。 

  補正の主な内容は，鉾田クリーンセンターにおける施設の点検結果に基づく施設改修

等工事費，儲かる農業の実現に向けた農業者の取組を支援する儲かる産地支援事業補助

金，鹿島灘海浜公園拠点化事業における基本計画策定業務委託料，幼稚園送迎バスの置

き去り防止装置設置義務化に伴う安全装置システム設置委託料及び令和 5年 6月の梅雨

前線に伴う大雨により被災した健康増進施設の設計業務委託料等を増額するもの。ま

た，定期人事異動等に伴う人件費を減額するとともに，前年度決算確定に伴う地方財政

法の規定に基づく基金への積立を行うもので，歳入面で，国庫支出金，県支出金，繰越

金及び市債を増額し，繰入金を減額して収支の均衡を図るもの。 

 

議案第 11号   令和５年度鉾田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 ······················································· 保険年金課 

   本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,043万 8千円を追加し，総額 72

億 5,191万 9千円に定めるもの。 

   補正の主な内容は，定期人事異動に伴う人件費の増額を行うほか，前年度決算確定に

伴う一般会計繰出金等を増額するもので，歳入面で，県支出金，繰入金及び繰越金を増

額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 12号 令和５年度鉾田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 ······················································· 保険年金課 

   本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,442万 1千円を追加し，総額 7億

470万 7千円に定めるもの。 

   補正の内容は，定期人事異動に伴う人件費の増額を行うほか，前年度決算確定に伴う

後期高齢者医療広域連合納付金及び一般会計繰出金を増額するもので，歳入面で，繰入

金及び繰越金を増額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 13号 令和５年度鉾田市介護保険特別会計補正予算（第１号） ····· 介護保険課 

   本案は，保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2億 3,753万 8千円

を追加し，総額 53億 2,979万 6千円に定めるもの。 

補正の内容は，前年度決算確定に伴う介護給付費準備基金積立金，償還金及び一般会

計繰出金を増額するもので，歳入面で，繰入金及び繰越金を増額して収支の均衡を図る

もの。 

また，介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 598万 3千円

を追加し，総額 1,564万 2千円に定めるもの。 

補正の内容は，前年度決算確定に伴う保険事業勘定繰出金を増額するもので，歳入面

で，繰越金を増額して収支の均衡を図るもの。 
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議案第 14号 令和５年度鉾田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 ························································· 下水道課 

  本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,832万 7千円を追加し，総額 2億

5,043万 7千円に定めるもの。 

  補正の内容は，定期人事異動に伴う人件費の増額を行うほか，前年度決算確定に伴う

一般会計繰出金を増額するもので，歳入面で，繰入金及び繰越金を増額して収支の均衡

を図るもの。 

議案第 15号 令和５年度鉾田市水道事業会計補正予算（第１号） ············· 水道課 

  本案は，収益的支出について，支出間の補正を行うとともに，資本的支出について，

既決の予定額に 75万 1千円を追加し，総額 8億 8,106万 1千円に定めるもの。 

  補正の内容は，収益的支出において，定期人事異動に伴う人件費を増額し，予備費を

減額するもの。また，資本的支出において，定期人事異動に伴う人件費を増額するもの。 

議案第 16号 令和５年度鉾田市下水道事業会計補正予算（第１号） ········· 下水道課 

  本案は，資本的支出について，既決の予定額に 15万円を追加し，総額 5億 1,547万

3千円に定めるもの。 

  補正の内容は，資本的支出において，定期人事異動に伴う人件費を増額するもの。 

議案第 17号 工事請負契約の締結について ································· 財政課 

  本案は，旧鉾田市立串挽小学校解体撤去工事に係る工事請負契約を締結したいので，

地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 18号 鉾田市政治倫理審査会委員の任命について ····················· 総務課 

議案第 19号 鉾田市政治倫理審査会委員の任命について ····················· 総務課 

議案第 20号 鉾田市政治倫理審査会委員の任命について ····················· 総務課 

議案第 21号 鉾田市政治倫理審査会委員の任命について ····················· 総務課 

議案第 22号 鉾田市政治倫理審査会委員の任命について ····················· 総務課 

議案第 18号から議案第 22号は，鉾田市政治倫理審査会委員の任期満了に伴い，政治

倫理審査会委員を任命したいので，鉾田市政治倫理審査会条例の規定により，議会の同

意を求めるもの。 

 

 

 

 



4 

報告第１号 令和４年度健全化判断比率について ··························· 財政課 

本件は，令和４年度決算に基づき算定した令和４年度健全化判断比率について，地方

公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により，監査委員の意見を付けて，議会に

報告するもの。 

報告第２号  令和４年度資金不足比率について ····························· 財政課 

本件は，令和４年度決算に基づき算定した令和４年度資金不足比率について，地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の規定により，監査委員の意見を付けて，議会に報

告するもの。 

報告第３号 公益財団法人鉾田市健康づくり財団の経営状況について ····· 健康増進課 

本件は，市が出資する公益財団法人鉾田市健康づくり財団の経営状況について，地方

自治法の規定により，議会に報告するもの。 

 

 


